
令和3年6月1日～

①介護保険給付の対象となるサービス利用料金

要介護度

基本利用料　１割負担

基本利用料　２割負担

基本利用料　３割負担

　加　算　項　目

入浴介助加算Ⅰ

入浴介助加算Ⅱ

リハマネジメント加算（A）イ
（6月内）
リハマネジメント加算（A）イ
（6月超）
リハマネジメント加算（A）ロ
（6月内）
リハマネジメント加算（A）ロ
（6月超）

リハビリ提供体制加算

短期集中リハビリテーション加算

口 腔栄養スクリー ニング加算
（Ⅰ）
口 腔栄養スクリー ニング加算
（Ⅱ）

栄養アセスメント加算

栄養改善加算

口腔機能向上加算（Ⅰ）

口腔機能向上加算（Ⅱ）

中重度者ケア体制加算

科学的介護推進体制加算

送迎減算 ▲１０３円

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

特定処遇改善加算（Ⅱ）

令和３年９月３０日まで上乗せ

②介護給付の対象とならないサービス利用料金　

※個人の希望や選択によってご利用いただいた場合、下記の料金が加算されます。

項目

教養娯楽費

４４円 ６６円
【６か月に１回】　口腔の健康状態及び栄養状態を確
認し情報提供を行っている

上記に加え、その情報を国へ提出しサービスの質の向
上を図る
直近３月間の利用者の内、要介護3以上の方の割合が
30％以上の場合の月のみ

【６か月に１回】　口腔の健康状態及び栄養状態を確認し情報提供を
行っている。栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定している場合。

要介護５

７７３円 ９１９円 １,０６０円 １,２２９円 １,３９４円

管理栄養士と通所リハ職員が共同で栄養アセスメントを実
施、結果を説明し相談など必要に応じて対応する【月額】
【月２回】３か月ごとに評価、栄養ケア計画を作成し
定期的に記録している。

２４０円

１,２９０円

５９４円

６０９円

２６１円

２７円

１２０円

通所リハビリテーション利用料金

介護保険にかかる費用（日額）（地域加算含む）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護4

金額
1割負担

金額
２割負担

金額
３割負担 備考

４４円

６５円

１３１円８７円

１３１円

１,５４５円 １,８３８円 ２,１２０円 ２,４５７円 ２,７８７円

２,３１８円 ２,７５７円 ３,１８０円 ３,６８５円 ４,１８１円

介護職員の総数のうち介護福祉士７0％以上の月のみ

ケア内容や利用者様に関するデータを国へ提出し、
サービスの質の向上を図る。【月額】

施設で送迎を行わなかった場合に片道につき

４３５円

８７円

４９０円

１３１円

７２円

４４円

３２６円

３４８円

４８円

６５３円

６６円

【月２回】３か月ごとに評価、口腔機能改善管理指導
計画を作成し評価、記録を実施した場合

５２２円

入浴を行った場合

居宅を訪問し浴室における動作及び環境を評価して計
画書を作成した場合
新規利用より6月以内【月額】リハビリ内容や目標を共
有する為、リハビリ会議を定期的に実施している。

新規利用より6月以降【月額】リハビリ内容や目標を共
有する為、リハビリ会議を定期的に実施している。

リハビリ職が常時１人以上配置されている場合

退院・退所後、３ヶ月以内に個別リハを実施した場合

リハビリマネジメント加算（A)イの要件に加え、その
情報を国へ提出している。【月額】

リハビリマネジメント加算（A)イの要件に加え、その
情報を国へ提出している。【月額】

１,８２８円

７８３円

７９円

３５９円

１６円

１,９３６円

８９１円

１５０円／日

希望の有無

有　・　無

備考

レクリエーション材料費、新聞、雑誌等
（個別に選択可能ですのでご相談下さい。）

介護職員の総数のうち介護福祉士50％以上の月のみ

月の所定単位数×4.7%（サービス種別加算率）×10.88円（地域単価）

項目

食費（昼食・おやつ代）

利用金額

右の計算の２倍 右の計算の３倍 月の所定単位数×1.7%×10.88円（地域単価）

利用金額

７１９円／日

右の計算通り 右の計算の３倍

３９円

右の計算通り 右の計算の２倍 右の計算の３倍
新型コロナウィルス感染症対応への特定的な評価基本
報酬に0.1%上乗せ（小数点以下四捨五入）

右の計算通り

５９円

右の計算の２倍

１６３円

１１円

１０９円

２０円

▲１５４円

１９６円

２４円

５円

５５円

６４５円

２１８円

２２円

▲５２円

１６３円

４４円

１７４円

２９７円

２２円

１,２１９円

５２２円

５３円



令和3年6月1日～

①介護保険給付の対象となるサービス利用料金

要介護度

基本利用料（月額）１割負担

基本利用料（月額）２割負担

基本利用料（月額）３割負担

要介護度

基本利用料（月額）１割負担

基本利用料（月額）２割負担

基本利用料（月額）３割負担

　加　算　項　目

運動器機能向上加算

口腔機能向上加算（Ⅰ）

口腔機能向上加算（Ⅱ）

栄養改善加算

口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ

口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ

栄養アセスメント加算

選択的サービス複数実施加算（Ⅰ）

選択的サービス複数実施加算（Ⅱ）

科学的介護推進体制加算

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）１
要支援１

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）２
要支援２

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）１
要支援１

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）２
要支援２

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

特定処遇改善加算（Ⅱ）

②介護給付の対象とならないサービス利用料金　

※個人の希望や選択によってご利用いただいた場合、下記の料金が加算されます。

項目 希望の有無

教養娯楽費 有　・　無

▲４４円

２,２８５円

▲１３１円

５４円

２２円 ４４円

▲６５円

▲８７円

７３５円

※利用開始した日の属する月から起算して１２ヵ月を超えた期間に介護予防通所リハビリテーションを行った場合の減額

要支援１ 要支援２

▲２２円 ▲４４円

予防通所リハビリテーション利用料金

介護保険にかかる費用（月額）（地域加算含む）

備　考

介護予防サービス計画書を作成しリハビリを実施した場合

栄養ケア計画を作成し定期的に評価、記録を実施した場合

２４５円

２１８円

金額
２割負担

口腔機能改善管理指導計画を作成し評価、記録を実施した場合

１７４円

１６３円 ３２６円 ４９０円

３４８円 ５２２円 上記に加え、その情報を国へ提出しサービスの質の向上を図る

要支援１ 要支援２

２,２３４円 ４,３５１円

４,４６８円 ８,７０２円

６,７０１円

金額
３割負担

６５３円

レクリエーション材料費、新聞、雑誌等
（個別に選択可能ですのでご相談下さい。）

１５０円／日

※６か月に１回　口腔の健康状態及び栄養状態を確認し情報提供を
行っている。栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定している場合

管理栄養士と通所リハ職員が共同で栄養アセスメントを実施
し、その結果を説明し相談など必要に応じて対応する。

運動器機能向上、栄養改善又は口腔機能向上のうち、２種
類のサービスを実施している場合

介護職員の総数のうち介護福祉士50％以上の月のみ

１３,０５３円

金額
１割負担

７９円

１５７円

右の計算通
り

１,５６７円

４９０円

４３５円

１１円

１０９円

７６２円 １,５２３円

１,０４４円５２２円

１６円

１６３円

項目

食費（昼食・おやつ代）

利用金額

１５７円

３１４円

右の計算の２倍

利用金額

７１９円／日

備考

右の計算通
り

右の計算の２倍 右の計算の３倍 月の所定単位数×1.7%×10.88円（地域単価）

２３５円

４７０円

右の計算の３倍

運動器機能向上、栄養改善又は口腔機能向上のうち、３種
類すべてのサービスを実施している場合

６６円
※６か月に１回　口腔の健康状態及び栄養状態を確認し情
報提供を行っている

５円

ケア内容や利用者様に関するデータを国へ提出し、サービ
スの質の向上を図る。４４円 ８７円 １３１円

介護職員の総数のうち介護福祉士50％以上の月のみ

月の所定単位数×4.7%（サービス種別加算率）×10.88円（地域単価）

９６円 １９１円 ２８７円 介護職員の総数のうち介護福祉士70％以上の月のみ

１９１円 ３８３円 ５７４円 介護職員の総数のうち介護福祉士70％以上の月のみ


